
資料11 建築物設置可能範囲 ①業平橋北側

設置許可施設可能範囲①
約200㎡

【条件】
〇R9年８月末までに、業平橋管理棟周辺園地の再整備工事を施工予定である。
自主事業において施設整備する場合は、区と整備内容を協議すること。



資料11 建築物設置可能範囲 ②清平橋南側

設置許可施設可能範囲②
約200㎡

スロープ

階段

照明灯

照明灯

約20ｍ

約15ｍ

整備イメージ

【条件】
〇R9年８月末までに、本公園の拡張工事施工予定である。
～整備内容～
・（仮）イベント広場詰所 （休憩スペース、トイレ、倉庫等含む。）
・基盤整備（既存構造物撤去、護岸撤去等）
・広場整備（舗装、スロープ、植栽、照明等）

※ 自主事業において施設整備する場合は、イベント広場へのエントランス機能
を確保した上で、区と整備内容を協議すること。（仮）イベント広場詰所

：設置許可施設可能範囲

：エントランス機能


